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近畿地方整備局淀川管内水害に強い地域づくり協議会について

■淀川管内水害に強い地域づくり協議会の活動内容

淀川管内水害に強い地域づくり協議会は、平成１６年度に京都府域、平成２０年度に大阪府域を立ち上
げ、河川管理者と自治体が連携を図り、危機管理体制の構築・強化、住民の適切な避難の実現に向け、
様々な取組を推進してきました。
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近畿地方整備局淀川管内水害に強い地域づくり協議会について

■水防災意識社会再構築ビジョンに基づく活動 （1/2）

平成２７年９月の関東・東北豪雨災害を受け、従来からのハード対策に加えて、「水防災意識社会」を再
構築することで社会全体で洪水氾濫に備える必要性が示されました。
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近畿地方整備局

■水防災意識社会再構築ビジョンに基づく活動 （2/2）

 淀川管内水害に強い地域づくり協議会では、水防災意識社会再構築ビジョンに基づいて、淀川水系におい
て概ね５年で実施する取組内容を定め、減災に係る「取組方針」を平成２８年８月に策定しました。

 近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発・激甚化していることに対応し、洪水等からの｢逃げ遅れゼロ」と
「社会経済被害の最小化」を実現するため、多様な関係者の連携体制の構築と既存資源の最大活用を図
る「水防法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)が平成２９年６月１９日に施行されました。

 令和２年度までの５年間の取組の現状と新たな課題を踏まえて、令和３年度以降の５年間を目標とした取組
方針の改訂を令和３年７月に行いました。

淀川の減災に係る取組方針

淀川管内水害に強い地域づくり協議会について
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 改正法においては、多様
な主体が連携した洪水
氾濫による被害を軽減
するためのハード・ソフト
対策を総合的かつ一体
的に推進するため、大規
模氾濫減災協議会制度
が創設されました。

 淀川水害協を、この大規
模氾濫減災協議会に位
置づけ、協議会の構成
員である関係機関の取
組を共有し、横断的・総
合的に検討の上、密接
な連携体制を構築する
ための協議等を行いま
す。

水害協の位置づけ
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